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別 表 八 の 二

５ 欄 及 び 25欄 に 「 特 定 株 式 投 信 」と 記 載 し た 銘 柄 が あ り 、同 銘 柄 で 28欄 に 記 載 さ れ た 金

額 が あ る 場 合 に は 、 適 用 額 明 細 書 の 記 載 が 必 要 で す 。

損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の
益金不算入等の特例を適用している場合には、適用額
明細書の
　①租税特別措置法の条項欄に、
　　　　　　　「第68条の104第1項」
　②区分番号に、「10276」
　③適用額欄に、当該別表八の二５欄の金額（円単位）
を記載してください

５欄

特定株式投信信託の収益の分配に係る受取配当等の
益金不算入等の特例を適用している場合には、適用額
明細書の
　①租税特別措置法の条項欄に、
　　　　　　　「第68条の103」
　②区分番号に、「10275」
　③適用額欄に、当該別表八の二25欄に「特定株式投
    信」と記載した銘柄があり、同銘柄で28欄に含まれる
    金額の合計額（円単位）
を記載してください

25欄


